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下記によ リー般競争入札を実施す るので、

契約担当官
航空自衛隊第 3航空団
会計隊長 守本 孝明

週
=ロ

「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

::己

車両現地外注整備 206.5点

契約締結 日～令和7年 3月 31日

契約業者整備工場

日

に
項

札
事

入
る

争
す

競
付

(1)品名 (件名 )

(2)履行期間
(3)履行場所

2入

3入

4参

本L  日  時  令和6年4月 23日   (火)11時 00分

本L 場  所  航空自衛隊三沢基地 (合同庁舎 1階会計隊入札室)

加  資 格 (1)予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。

(2)防衛省競争参加資格 (仝省庁統一資格)「役務の提供等」のD等級以
上に格付けされた東北地域の競争参加資格を有する者。

(3)防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達
に係る指名停止等の要領」 |こ 基づく指名停止の措置を受けている期間中の

者でないこと。

(4)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係の

ある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若 しくは役務請負に
ついて防衛省 と契約を行お うとする者でないこと。

〈5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないもの
とする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合に
は、この限りではない。

5入  本L 方  法 入札書に記入する入札単価は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額
とする。

6保

7フ、 本L

証   金  入札保証金及び契約保証金 免除

の 無 効  4の 参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反 した入札は、
無効とする。

8契約書等作成の有無

9契 約 の 方 法

10契 約 条 項 を
示 す 場 所

11郵 便 入 札 の 許 否

12そ   の   他

有

単価契約

航空自衛隊三沢基地第 3航空国会計隊事務室
航空自衛隊三沢基地ホームベージ

許可 ※ 事前に申 し出ること

(1)入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないとき
は、入札保証金相当額を徴収する。

(2)入札書に記載された金額の 100分の 110に相当する金額に 1円 未
満の端数があるときは、その端数金額を切 り捨てるものとし、当該端数金
額を切 り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。

(3)入札の参加を希望するものは、入札 日までに、入札書及び上記の参加
資格の写 しを契約担当官まで提出すること。

(4)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

TEL(0176)53-4121(内線 :3287・ 3671)
FAX(0176)53-5464       担当 :鳴海



航 空 自 衛 隊 仕 様 書

仕様書の

種  類

内 容 に よ る 分 類 役 務 仕 様 書

性 質 に よ る 分 類 共 通 仕 様 書

物品番号 仕 様 書 番 号

ロ
ロロ

又

件

名

は

名

車両現地外注整備

42警 隊 LPS― V00003

承  認 令和 6年  3月  7日

作  成 令和 6年  3月  7日

改   正
令和  年  月  日

令和  年  月  日

作成部隊等名 第42警戒隊

1 総則

1.1 :適用範囲

a)こ の仕様書は,外注整備に関する一般共通事項について規定する。

b)こ の仕様書に規定する内容 と個別仕様書に規定する内容 とが相違す る場合は,個別仕

様書を優先する。

1.2 用語の定義

この仕様書及びこの仕様書を適用する個別仕様書において用いる用語の定義は,次に

よる。

1.  2.  1

個別 TO等
当該車両等に適用する技術指令書 (J.T.O.)及 び製造会社取扱説明書等 (製造

会社が車両等の整備を目的として作成 した取扱説明書,修理書,オーバーホール指令書 ,

整備基準,部品日録及び図面で整備作業の基準 となるもの。 )

1.  2.  2

車両等

J.T.0.00-10-9の 第 1-1表 に示す車両

1.  2.  3

道路運送車両法適用車両

道路運送車両法 (以下,車両法 とい う。)の規定が適用 される車両等

1. 2. 4
道路運送車両法適用除外車両

自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (以下,訓令 とい う。)の適用を受ける車両等
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1.  2.  5

走行器材類

道路運送車両法適用車両 (以 下,適用車両とい う。)及び道路運送車両法適用除外車両

(以下,適用除外車両とい う。)以外の車両等

1.  2.  6

修理不能

車両等本体又は部品単体の修理額が航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)の
規定を超える場合又は修理ができない場合

1.  2.  7

監督

契約の適正な履行を確保するため契約相手方の履行途中において,契約の要求事項に

適合するか否かを確認すること。

1. 2. 8
検査

検査 とは,調達物品等の品質及び数量等が当該契約の要求事項に適合するか否かを確

認 し合格又は不合格の判定を行 うこと。

1. 2. 9
定期点検

車両法第 48条に定める定期点検整備について自動車点検基準及び自動車の点検整備に

関する手引に基づき,車両等が規定の性能を発揮するために必要な作業の要否を確認す

る点検

1. 2. 10
1検査

I検査 とは,適用除外車両及び走行器材類を航空 自衛隊車両等整備基準 (J.T.0.
00-10-9)(以 下,整備基準とい う。)及び車両等検査要項 (J.T.0.36-
1-6)(以 下,検査要項とい う。)の定期検査手順に基づき ``I"の項 目について行 う

点検

1.  2.  1 1

M検査

M検査 とは,適用除外車両及び走行器材類を整備基準及び検査要項の定期検査手順に基

づき “M"の 項 目について行 う点検

1.3 引用文書等

この仕様書に引用する次の文書は,こ の仕様書に規定する範囲内において,こ の仕

様書の一部をなすものであ り,入札書又は見積書の提出時における最新版 とする。

０
‘
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3.1 引用文書

法令等

道路運送車両法 (昭和26年法律第 185号 )

道路運送車両の保安基準 (昭和26年運輸省令第67号 )

自動車点検基準 (昭和 26年運輸省令第 70号 )

自動車の点検及び整備に関する手引き (昭和 26年運輸省令告示第 123号 )

自衛隊の使用する自動車に関する訓令 (昭和45年防衛庁訓令第 1号 )

航空自衛隊物品管理補給手続 (JAFR125)
技術指令書

)a

b)

Ｔ

Ｔ

Ｔ

２

等

・　
　
・　
　
・　
　
・
〈
「

Ｊ

Ｊ

Ｊ

３

法

0.00-10-9
0.36-1-3
0.36-1-6
関連 文書

航空自衛隊車両等整備基準

車両等の塗装及び標識

車両等検査要項

)a

航空自衛隊装備品等整備規則 (昭和46年航空自衛隊達第 10号 )

航空自衛隊調達規則 (JAFR124)
b)技術指令書

J.T.0.00-5-1    航空自衛隊技術指令書制度

J.T.0.00-10-1   航空自衛隊装備品等共通整備基準

2 役務に関する要求

2.1 -般 的要求

整備作業は,次の各号に示す要求事項を満足するものとし,整備作業の実施に際し

ては,車両等の特性,状態を考慮して,整備資源及び整備工数等を経済的かつ効率的

に使用して作業を実施しなければならない。

なお,契約相手方は,車両法第 78条に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場

でなければならない。

2.2 整備作業の種類

契約相手方の行う整備作業の種類は,次に示すもの以外は,個別仕様書で規定する。

2.2.1 定期点検

a)定期点検は,車両法第48条に基づく定期点検を次の工程に従い実施する。

なお,定期点検の結果,道路運送車両法の保安基準に適合しない状態 (おそれがある場合

を含む。)にあると認められる場合は,その状態を契約担当官等に報告し,承認を得た後
2)及び 3)の作業を実施するものとする。

1)定期点検

2)分解検査

3)修理等

つ

０
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2.2.2 定期検査

I検査又はM検査を次の工程に従い実施する。

なお,定期検査の結果,訓令の保安基準に適合しない状態 (おそれがある場合を含

む。)にあると認められる場合は,その状態を契約担当官等に報告し,承認を得た後 2)

及び 3)の作業を実施する。

1)定期点検

2)分解検査

3)修理等

2.2.3 その他の整備

修理等明細表 (別紙様式第 1)(以下,修理等明細表という。)又は個別仕様書で規定

した作業を実施する。

2.3 作業内容

この仕様書の 2.2項に示す各工程の作業は,修理等明細表又は個別仕様書で規定するほ

か,次により実施しなければならない。

2.3.2 定期点検

自動車点検基準及び自動車の点検及び整備に関する手引きに基づき目視点検,機能点検 ,

又は計測等の作業を行い,規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認するとともに

結果を自動車点検基準に定められた点検整備記録簿に記録する。

2.3.3 定期検査

I検査又はM検査について,検査要項の手順に従い,この仕様書又は個別仕様書に引用

する個別TO等に定める整備基準に基づき目視点検,機能点検又は計測等の作業を行い,

規定の性能を発揮するに必要な作業の要否を確認するとともに結果を車両等作業用紙 (一

般車両)(別紙様式第 3)ま たは,車両等作業用紙 (施設,荷役用,そ の他の車両)(別
紙様式第4)に記入する。

2.3.4 分解検査

定期点検及び定期検査の結果判明した要修理箇所は,整備するため必要な単位に分解す

る。また,分解した部品は,こ の仕様書又は,個別仕様書に引用する個別TO等に定める

整備基準に基づき, 日視点検,機能点検又は,計測等の作業を行い,車両等が規定の性能

を発揮するために必要な修理方法及び交換を要する構成品,部品・材料 (以下,部品等と

いう。)を判定する。

なお,分解した部品等は,交換を要する部品等を除き必要な清浄度を保持するための処

置を行う。

2.3.5 修理等

この仕様書の項で判定された結果に基づき,要修理箇所が規定の性能を発揮するよう修

復する。その際2.3.4,監 督官の指示により次の作業を行う。
a)交換 2.3.4項 で交換を要すると判定された部品等を 2.4項により交換する。
b)加工 修理のため要修理品の状態,特性に応じ,最も適した方法で行う。

И

”
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c)組立・調整 2.3.4項 で使用可能品と判定されたもの又は 2.3.5項の a)及び b)

により修復した部品等を車両等の性能を発揮させるため適正な手順及び方法により組み

立て,必要に応じ各部位を調整する。

d)潤滑 車両等の必要な部位又は部品等に必要な潤滑効果を得るため,適合した油脂を

選定 (官給品を除く。)の うえ適正量を給油脂する。

2.3.6 塗装等

a)塗装及び標識は,修理等明細表又は個別仕様書で指定する場合を除き,車両等の塗装

及び標識 (J.T.O.36-1-3)(以 下,塗装及び標識という。)に基づき実施す

る。

b)塗色は,塗装及び標識による。ただし,部分塗色を実施する場合には,周辺の塗色に

極カー致させる。

2.3.7 作業の中止

次に示す場合は,作業を一時中止し,契約担当官等に申し出し,指示を受けるものと

する。

a)車両等を修復するため,修理等明細表又は個別仕様書で規定した以外の整備作業が必

要な場合

b)当該車両等が整備作業中に修理不能に該当すると判明した場合

2.4 部品・材料

a)整備作業に必要な部品等は,修理等明細表又は個別仕様書で規定したものを除き契約

相手において準備する。

b)部品等は,原則として製造会社の純正部品及び優良部品とする。

c)整備作業において,修理不能品 (組部品)が発生し,これの使用可能な部位等が他の

組部品の修理等に流用することが可能な場合は,活用を図るものとする。ただし,流用

は,同一契約の範囲とする。

2.5 機能・性能

車両等の機能及び性能は,道路運送車両法の保安基準又は訓令の保安基準及び個別仕様

書に引用されている個別TO等に適合しなければならない。

3 品質保証等

3.1 契約不適合責任期間

a)契約不適合責任期間は,整備完成等の納入後の翌日から起算し,契約条項に定める期

間とする。

b)契約相手方は,2.3項により作成した結果等を品質保証資料として,納入後 2年間保

管し,いつでも参照できる状態にしておかなければならない。
3.2 保証

a)物品の引渡しから引取りまでの間の一切の保証責任は,契約相手方の責任とする。
b)契約期間中における契約相手方の過失その他により生じた損害は,全て契約相手方の

責任となる。

広
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3.3 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査要領により実施する。

4 その他の指示

4.1 提出書類

契約相手方は,次の書類を提出しなければならない。

a) 車両等作業用紙 (別紙様式第 2又は別紙様式第3)又は自動車点検基準に定められ

た点検整備記録簿

b) その他監督官及び契約担当官の指示するもの。

4.2 官給品

官給品の品目及び数量については,修理等明細表又は個別仕様書で規定する。官給品は

原則として官給を受けなければならない。

4.3 付属品及び予備品

付属品及び予備品の整備は,修理等明細表又は個別仕様書で規定する場合を除き,原則

として整備の対象外とする。

4.4 計測器及び試験装置

車両等が要求事項に合致していることを確認するために使用する計測器及び検査用機器

は,車両法の規定に適合し,規定の性能が維持されていなければならない。

4.5 契約相手方の技術協力

契約相手方は,官側から次の各号について依頼された場合には,技術協力を実施しなけ

ればならない。

a)不具合に関する原因,対策及び処置に関する調査検討

b)技術的事項に関する資料等の提出又は提示

4.6 補給の手続き

次に示す補給上の手続きについては,個別仕様書で規定するほか,契約担当官の指示に

よる。

a)車両等の受け渡し。

b)官給品の処置

c)交換した旧部品の返納処置

4.7 輸送

契約相手方の事業場と基地等間の輸送は,個別仕様書で規定する場合を除き,官側で実

施する。

4.8 安全管理

契約相手方は,各種試験の実施,危険物及び高圧ガスの製造取り扱い,公害の発生する

恐れのあるものの取り扱い並びにその他作業事故を生起し易い作業について,法令に係る

ものは当該法令に基づき,その他のものは規格等 (契約相手方が必要により定めた基準等

を含む。)に基づき,適切な安全管理を実施しなければならない。

ハ
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4.9 仕様書の疑義

この仕様書について,疑義を生 じた場合は,監督官及び契約担当官 と協議する。



別紙様式第 1

修 理 等 明 細 表

件  名 車 台 番 号

型  式 原 動 機 番 号

作業内容 S/N又 はP/N 品 名 等

整 備 作 業 の 工 程 及 び 内 容

分解

点検
修理

組立

調整

塗装

標識

官給
||`位 数 量 M/H 単価 (o考

部品計

%引

差引計

工賃計

合  計

|

交換

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|   |
|   | |

|

|

|

|
|

|

l

|

|

|

|



別紙様式第 2

整備作業チ :に ック記号
車両等作業用紙 (一般車両)

車 ‖ 検査の種類
l■
管理 |′

■
ME+口
※印

自動 車番号 ■「 ||.|  ・ |

/
X
X×
X× ×

良好

調整

取換

修理

T 締付

C 清掃

L 給油

/ 適用外

分解 したら記号をOで囲む開始 11付 完了「1付

備 考記点検項目 記 備考 点検項日

I.か じ取り装置 2ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み

3.ホ イール・ナットとホイール・ボルトの慣傷1.′ ンヽドルの操作具合

ヽ2.ス テアリング・ギヤ
"'ヾ

ックスのオイル漏れ 1.リ ム.サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷

5.フ ロン l― ホイール ーベアリングのがた3.ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの級み

4.ス テアリング・ロッド・アーム類の緩み.がた、損傷 6.リ ア・ホイール ーベアリングのがた

5.ボ ール .ジ ョイント・グス l… ブーツの亀製・損傷 Ⅳ 緩衝装置

>`1.リ ーフ・スプリングの損傷0.ス テアリング・ナックル連結部のがた

7.ホイール・アライメン ト

8.パフー・ステアリング・ベル トの緩みと損傷

9.パワー・ステアリング装置のオイル漏れ、オイル量  ※

10.パ ワー・ステアリング装置の取付けの緩み

2.リ ーフ・サスベンションの取付部、連絡部の機み、がた、慣傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボルト、スプリングウ ン`ド

(2)ス プリング・プラケットの取付部

(3)リ ーフスプリング・ピンなど適結部

(1)ト ルク・ロッド (ラ ジアス・ロッド)の連結部Π制動装置

3コ イル・スプリングの損傷1.ブ レーキ・ペダルの遊び、踏込んだときの床板との隙問 ※

2.ブ レーキの効き具合 ヽ

X3.パーキング・ブレーキ・レパーーの引きしろ

4.パーーキング・ブレ‐―キの場き具合 ※

5.ブ レーキ・ホース及●パイプの漏れ.損傷、取付状態

4コイル・サスペンションの取付部、連絡部の縁み、がた、横傷

(1)サスベンションの各取付ボル ト・ナット

(2)'スペンションの各連結部のがた

(3)サスベンション各部の績傷、ボールジョイントの

グスト・ブーツの亀裂.損傷X0リ ザーバ・タンクの液量

7.ブ レーキ・マスタ・シリングの機能、摩耗.損傷 6.エア・サスペンションのエア漏れ

8.ブ レーキ・ホイープレ・シリング機能、摩任、損傷 6.エ ア・サスペンションのベローズの慣傷

7.エ ア・サスペンションの取付部、連結部の緩みと損傷9.ブ レーキ・ディスク・キャリパの1,縫能、摩耗、損傷

8.エアーナスペンションのレベリング″ ル`プの機能

9.シ ョック・アプソーパの油漏れ及び損傷

V動力伝達装置

10.ブ レーキ・チャンノ‐ ロッドのストヮーク

左 右
復
輪 ス:

li

右
|ス

n.ブレーキ・チャン′ヽの機能

12.ブ レーキツ ル`ブ、クイック・レリーズウ ル`プ.

リレー ″ ′`ンプの機能

13ブ レーキ・倍力装置のエア・クリーナの結まつ

l.ク ラッチ・ペグルの遊びとクラッチ・ペグルの切れた

ときの床版との隙問

(1)ク ラッチ・ペグルの遊び

(2)レ リーズ・フォーク先端の遊び

(3)ク ラッチ・ベダルの床板との隙間

(4)プ ッシュロッド寸法等11ブ レーキ倍力装置の機能

16.ブ レーキ・カムの簾耗 2ク ラッチの作用

3.ク ラッチ液の量16.ブ レーキ・ドラムとライエングとの隙間

4 トランスミッション、 トランスファのオイル漏れ17.ブ レーキ・シューの悟動部分及びライニングの摩:キt

5.ト ランスミッション、 トランスファのオイル量18.ブ レーキ・ ドラムの摩耗と損傷

19.バ ック・プレー トの状態 6.プ ロペラ・シャフト、 l(ラ イブ・シャフトの運結部の緩み

20.ブ レーキ・ディスクとパッドとの隙間 7.ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部の

グスト・ブーツの饉梨|と 損傷

8.プロペラ・シャフト、 ドライブ・シャフト継手部のがた

(1)スプライン部の摩耗によるがた

(2)自 在継手部の摩耗によるがた

21. )V*+ . ).1y Fd)ffft *r 1=r,/'.tl,:2 t:at q.

左 イi

●

〓 オ 右

9.プ ロベラ.シャフト. ドライプ・シヤフトのセンター…ベアツングのがた

22.ブレーキ・ディスクの摩耗と損傷 10.デ ファレンシャルのオイル漏れ、オイル壺

1ヽ電気装置23セ ンタ・ブレーキ・ ドラムの取付の緩み

21.セ ンタ・ブレーキ・ ドラムとライエングとの隙間 1.スパーク・プラグの状態

25.セ ンタ・ブレーキのライニングの摩耗 2点火時期

26.セ ンタ・ブレーキ・ドラムの摩耗と損傷 3.ディストリピュータのキャップの状態

27.油庄式二重安全ブレーキ機構の機能 1.バ ッテリのターミナル部の緩みと腐食 ※

Π[走行装置 5電気配線の接続部の緩みと損傷 ※

Ⅷ 原動機

l低速と加速の状態

CO HC

2.111気の状態

3.エ ア・クリーナ・エレメントの状態

4.エ ア・クリーナの油の汚れと量

6.シ リンダ・ベッド、マニホール ド各部の締け状態

前
補 左 右

後
一需 た 右

1.タ イヤの状1憩

(1)タ イヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)

(2)タ イヤの亀裂、損傷

(3)タ イヤの構の深さ.異状摩粍

*タイヤの溝の深さ

米

6.エ ンジン‐オイルの漏れ

|

一
一
一
一
一

三

一
三

[

1.

|

|



7燃料漏れ × 2.ワ イパー及びウィンド・ウ´ッシ、́の作月1 X

8フ ァン・ベル トの緩みと損傷 X 3.デ フロスタの作用

9冷却水漏れ

"ば
い煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 5.エ キゾーストウ イ`プ、マフラ等の取付けの緩みと損傷

1メ ターソングウ ルヾプの状態 6マ フラの機能

2.プ ローバイ・ガス還元装置の配管の損傷 7人 |し 防止装置の状態

3.燃料蒸発″ス排出抑止装置の配管等の積傷 8エア・タンクの凝水

1.チ ャコール・キャニスタの話まりと損傷 9エア・コンプレッサの機能

6.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックウ ル`プの慣傷 10.プ レッシャ・レギュレータ、アンローダツ ル`プの機能

6.触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩みと損傷 ll非常口の扉の機能

7二次空気供給装置の機能 12車枠、車体の緩みと損傷 X

8排気ガス●循環装置の機能 13道結装置のカプラの機能と損傷

■●111 .    1■ ,|   | .■ ‐‐ 11.連 絡装置のビントル・フック摩耗.亀製.損傷

10.―酸 |ヒ炭素等発散防止装置の配誉の損傷と取十1状態 16.シ ート・ベルトの状態

Ⅸ 附属装置等 161111111¬
t●

|,'コ |-1.t llt.)機能

1.ホーンの作用 ,( 17.シ ャシ客部の綸油脂状態 X

※印の項目のみであれば整備員襴及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可.検査員欄及び整備幹部欄は省略可.

r:記又は特記事項

次回定期検査予定年月 次回定期検査合格見込み X 不合格

次固定期検査不合|●

見込みの理由

整備隊等
の長



別紙様式第 3

整備作業チェック記号
車両等作業用紙 (施設、荷役、その他の車両等)

車種 検査の種類
1口 M■ +□
管理換 :※印

自動車番 号 ■ |´

開

'台

日付 完 r日 付

′

×

×X
×XX

良好

調整

取換

修理

T 締付
C 清掃
L 給油

/ 適用外

分解 したら記号をOで囲む

,■

|

備考 記 ‖i考点検項日 点検
'〔
t日

Iか し取り装置 2.ホイール・ナットとホイール・ボル トの緩み

1.フ ンヽドルの操作具合 3.ホ イール・ナットとホイール・ボル トの損傷

※2.ス テアリング・ギヤ・ボックスのオイ′́層れ 4リ ム.サイド・ リング.ホイール・ディスクの損傷

3.ス テアリング・ギヤ・ボックスの取 |十けの緩み 5.フ ロント・ホイールーベアリングのがた

4.ス テアリング・ロッド・アーム頚の緩み、かた.損傷 6.リ ア・ホイール ーベアツングのがた

Ⅳ_級衝装置5.ボール・ジョイント・グスト・ブーツの亀裂・猥傷

6.ス テアリング・ナックル連結部のがた Xl.リ ー‐フ・スプリングの損傷

7.ホ イール・アライメント

8.パ ワー・ステアリング・ベル トの緩みと損傷

9.パ ワー・ステアリング装置のオイル漏れ.オイル量  ※

10.パ ワー・ステアリング装置の取付けの緩み

n制動装置

2.リ ーフ・サスペンションの取付部、連諸部の絵み、がた、横傷

(1)リ ーフ・スプリングのUボル ト、スプリングウ ン`ド

(2)ス プリング・プラケットの取付部

(3)リ ーフスプリング・ピンなど連結部

(1)ト ルク・ロッド (ラ ジアス・ロッド)の連結部

1.ブ レーキ・ペダルの遊び、踏込んだときの床核との隙間 ※ 3.コ イル・スプリングの損傷

2.ブ レーキの笏き具合 ×

3.パーキング・ブレーキ・レパーの引きしろ

4.パーキング・ブレーキの効き具合 ※

6.ブ レーキ .ホ ース及びパイプの漏れ.根傷、取|:状態

*6.リ ザーバ・タンクの液壼

4.コ イル・サスペンションの取付部、連結部の級み.がた.禍傷

(1)サスペンションの各取付ボル ト・ナット

(2,,スペンションの各連絡部のがた

(3)'スペンション各部の授傷、ポールジョイントの

グスト・ブーツの亀製、損傷

7ブ レーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗.損傷 5.エ ア・サスペンションのエア漏れ

8.ブ レーキ‐トイール・シリング機能.摩耗.損傷 6エア・サスペンションのベロ‐―ズの損傷

9.ブ レーキ・ディスク・キャンパの機能、摩籠、n傷 7.エ ア・サスペンションの取イ1部 .連結部の緩みと損傷

8.エ ア・サスペンションのレベリング・バルプの機能

9.シ ョック・アプソーバの油漏れ及び損傷 X

10.ブ レーキ・チャンノ■ ロットのスト「I―ク

山

輛 た 右 左 右

li

11.ブ レーキ .チャンパの機能

12.ブ レーキ・パルブ、クイック・レリーズ・バルブ、
リレー ツ ル`プの機能

13.ブ レーキ・倍力装置のエア・クリーナの詰まり

14.ブ レーキ倍力装置の機能

l.ク ラッチーくグルの遊びとクラッチ・ペグルの切れた

ときの床版との隙ini

(1)ク ラッチ・ペグルの遊び

(2)レ ツーズ・フォ一ヽク先端の遊び

(3)ク ラッチ・ペグルの床板との陳間

(4)プ ッシュロッド寸法等

15.ブ レーキ・カムの摩籠 2.ク ラッチの作用

16.ブ レーキ・ ドラムとライニングとの隙間 3ク ラッチ液の量

17ブ レーキ・シューの摺動部分及びライニングの摩κ 4.ト ランスミッション、 トランスファのオイル漏れ

18.ブ レーキ・ ドラムの摩耗と損傷 5.ト ランスミッション、 トランスファのオイル量

19パ ック・ブレートの状態 6.プ ロペラ・シャフト、 ドライブ・シャフトの連結部の緩み

20.ブ レーキ・ディスクとパッドとの隙問 7.ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部の

グスト・ブーツの亀裂と損傷

3.プ ロペラ・シャフト、 ドライプ・シャフト継手部のがた

(1)ス プライン部の摩粍によるがた

(2)自 在継手部の摩耗によるがた

2t.)v*+ ' ,\, l'',)6|it *r l:,t\tt,:,l:atry

左 ri 左 右

`,
9.プ ロベラ.シルフト. トライプ・ンャフトのセンター…ペアリングのがた

22.ブ レーキ・ディスクの摩能と損傷 1()デ ファレンシャルのオイ′́
`扇

れ、オイル量

23.セ ンタ・プレーキ .ド ラムの取付の緩み Ⅵ 電気装置

24.セ ンタ・ブレーキ・ドラムとライニングとの瞭間 1.ス パーク・プラグの状態

25.セ ンタ・ブレーキのライエングの摩耗 2点火1時期

26セ ンタ・ブレーキ・ ドラムの摩籠と損傷 3.デ ィストリピュータのキャップの状態
27油圧式二重安全ブレーキ機構の機能 4′ ッ`テリのター‐ミナル部の緩みと腐食 ヽ

皿 走行装置 5.電気配線の接続部の緩みと損傷 メ

Ⅷ 原動機

1.低速と加速の状態

CO

2.'|1気i′ '),尺態

3.エ ア・クリーラ… エレメントの状態

4.エ ア・クリーナの油の汚れと量

5.シ リンダ・ヘッド.マニホールド各部の締付状態
た ′i 左 イi

m

1.タ イヤの状態

(1)タ イヤの空気圧 (スペア・タイヤ含む)

(2)タ イヤの亀製、損傷

(3)タ イヤの溝の深さ、異状摩耗

*タ イヤの溝の深さ

6.a>i>.71)vafrll

|

V動力伝達装置

|

Hc   l 黒煙   |



7′■‐|`祠 ,■ X

8.フ ァン・ベルトの緩みと損傷 × 1.キ ャリッジ X

2.操 作レバーーリフト、チルト ※9.冷 却水漏れ X

口 |よ い煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散紡上装置 X3.チ ェンーリフ ト、 ドライブ

×4ケープルーウインチ.ホイスト1メ ターリングウ ル`プの状態

5シ リングーリフト.チル
| ※2プ ローバイ・ガス漏元装置の配贅の損傷

6油圧ボンプ X|   ~● ■ =‐ |‐  _| _|■ | ..‐  |‐ | ・ _‐

4.チ ャコール・キャニスタの詰まりと損傷 X?― ,ヽ漏えい一洒.水 .空気

6.燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック″ ル`プの損傷 8.旋 回|:u湾

6.触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩みと損傷 9.マ スト本体.ブーム

_1・・
‐     __■ 10.安全クラッチ.減速機構 X

X11.ド ラム

9減速lH非気ガス減少装置の機能 12昇 ||卜機‖ X

10 ・酸化炭素等発散防止装置の百a管の損傷と取付l,態 13.コ ンミュテータ.プラン ×

Ⅸ 附属装置等 14.コ ン ト[,― ラ X

1.ホーンの作用 15.パ ワー・テーク・オフ ※

16.索導器 X2.ワ イパー及びツィンド・ウォッシャの作用 X

3.i7 e ^raffn 17.ク レーン・アタッチメン ト X

lS.キ ャタピラ X

5.エ キゾーストウ イ`ブ、マフラ等の取付けの緩みと損傷 10排上板.ス クレーパ X

6マ フラの機能 X20.フ ィフス・ホイール

7.火 化防止装置の状|‐ 21.補 助脚 ※

8.エ ア・タンクの凝水 ″.キ ング・ピンー摩籠.破損.カ ップラ結合箇所   ※

9.エ ア・コンプレッサの機能 X かく座機収容器材

lo.プ レッシャ・レギュレータ、アンローダ″ ルヾプの機能 l操向■11[ X

2.操向アライメント11.非常口の扉の機能

12.車 粋.車体の緩みと損傷 3.ク レーン・エンジン X

13.遊結装置のカプラの機能と損傷 1.ク レーン電気系統 X

14.連結装置のビントル・フック摩耗、亀裂.損傷 6.補 助脚 ※

15ソート・ベル トの状態 X

17シ ャン各部の給油脂ホ態 ×

※印の項目のみであれば整備員襦及び整備隊等の長欄にそれぞれ整備実施者、その所属部隊等の長の署名で可、検査員襴及び整備幹部欄は省略可.

付記又は特記事項

次回だ期検査合格見込み × 不合格次回定期検査予定年月

次回定期検査不合格見

込み理自

「 I II‐ 整備幹部
整備隊等の

長

X.施設、荷役、その他の車両

|

|

整備員  |

正

三

三

一
正

三

一

一
一
一
一
一

Ｌ
Ｌ
‐匡
Ｌ



令和6年度航空自衛隊大湊分屯基地車両純正部品適用割引率

No 品名 規格 単価

| 中:両 純正部品 日産車両部品 20%引 き価格

2 車両純正部品 トヨタ車両部品 20%引 き価格

3 車両純正部品 ダイハツ車両部品 19%引 き価格

4 車両純正部品 三菱ふそう車両部品(大型) 15%引 き価格

b 車両純正部品 いす 車ゞ両部品 20%引 き価格

(ヽ 車両純正部品 ユニキャリア車両部品 10.5%引 き価格

7 車両純正部品
ヤマハ発動機
スノーモービル部品

10%引き価格

8 車両純正部品 大原鉄工所 雪上車部品 2%引 き価格

9 車両純正部品
キャタピラジャバン

三菱重工製建設機械車両部品
6%引 き価格

|() 車両純上部品 小松製作所 小松車両部品 9.5%引 き価格

11 車両純正部品 TCM車両部品 10%引 き価格

12 車両純正部品 NICHIJO車両部品 3%引 き価格

13 車両純正部品 目立建機車両部品 10%引 き価格



貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、表記のとおり提出します。
令 和 6年 4月 23日

(住 所 )

契約担当官

航空自衛隊第 3航空団

会計隊長 守本 孝明
殿

(氏 名 ) |||

品    名 規    格 単位 予定数量 単 価 備  考

車両現地外注整備 仕様書のとお り 点 206.5 (税抜 )

以 ド余自

総 額 ¥単価契約

履 行 期 間

履 行 場 所

(そ の他 )

契約締結 日～令和7年 3月 31日

契約業者整備工場

申 込 者 の 条 件 整備に際し発生する純正部品の割引率は、各純正部品
価格表に示す標準価格から令和 6年度航空自衛隊大湊
分屯基地車両純正部品適用割引率の表を適用 した価格
とする。

入  本L 書


